
岩手県選挙管理委員会告示第２号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号に規定する市町村の選挙管理委員会の指定する個人演説会、政党演説

会又は政党等演説会を開催することができる施設について、次のとおり指定した旨、報告があった。 

  平成25年２月15日 

岩手県選挙管理委員会     

委員長 八木橋 伸 之  

１ 市町村名 盛岡市 

２ 指定した施設の名称 盛岡市余熱利用健康増進センター、盛岡市立青山児童センター、盛岡市立仙北児童センター、盛岡市立

北厨川児童センター、盛岡市立大新児童館、盛岡市立川目児童センター、盛岡市立本宮児童センター、盛岡市立仁王児童センタ

ー、盛岡市立山王児童センター、盛岡市立厨川児童センター、盛岡市立松園児童センター、盛岡市立山岸児童センター、盛岡市

立上田児童センター、盛岡市立大慈寺児童センター、盛岡市立下太田児童センター、盛岡市立加賀野児童センター、盛岡市立緑

が丘児童センター、盛岡市立桜城児童センター、盛岡市立杜陵児童センター、盛岡市立みたけ児童センター、盛岡市立城西児童

センター、盛岡市立河北児童センター、盛岡市立高松児童センター、盛岡市立上飯岡児童センター、盛岡市立津志田児童センタ

ー、盛岡市立湯沢児童センター、盛岡市立月が丘児童センター、盛岡市立見前児童センター、盛岡市立上米内児童センター、盛

岡市立手代森児童センター、盛岡市立北松園児童センター、盛岡市立永井児童センター、盛岡市立乙部児童センター、盛岡市立

上堂児童センター、盛岡市立川目児童センター簗川分室、盛岡市立愛宕山老人福祉センター、盛岡市立太田老人福祉センター、

盛岡市立川目老人福祉センター、盛岡市立北厨川老人福祉センター、盛岡市立青山老人福祉センター、盛岡市立本宮老人福祉セ

ンター、盛岡市立仁王老人福祉センター、盛岡市立山王老人福祉センター、盛岡市立桜城老人福祉センター、盛岡市立厨川老人

福祉センター、盛岡市立松園老人福祉センター、盛岡市立山岸老人福祉センター、盛岡市立上田老人福祉センター、盛岡市立大

慈寺老人福祉センター、盛岡市立下太田老人福祉センター、盛岡市立加賀野老人福祉センター、盛岡市立緑が丘老人福祉センタ

ー、盛岡市立杜陵老人福祉センター、盛岡市立西厨川老人福祉センター、盛岡市立仙北老人福祉センター、盛岡市立都南老人福

祉センター、盛岡市立上米内老人福祉センター、盛岡市立北松園老人福祉センター、盛岡市立上堂老人福祉センター、盛岡市立

乙部老人福祉センター、盛岡市立津志田老人福祉センター、盛岡市立簗川老人福祉センター、盛岡市立つなぎ老人憩いの家、盛

岡市立西青山老人憩いの家、盛岡市立高松老人憩いの家、盛岡市立山岸老人憩いの家、盛岡市立地域福祉センター、盛岡市勤労

福祉会館、盛岡市都南勤労福祉会館、盛岡市玉山生活改善センター、盛岡市岩洞生活改善センター、姫神地区振興センター、盛

岡市農民研修センター、町村活性化センター 
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